
 

鹿島市訓令甲第７号 

 

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付要綱  

 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、緊急地域経済対策の一環として地域経済及び市民生活の安定

化を図るため、市内の施工業者による住宅の改修工事を行う者に対し、予算

の範囲において、その経費の一部を鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助

金（以下「補助金」という。）として交付することとし、その交付について

は、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。 

⑵ 併用住宅 １つの建築物に個人住宅部分及び店舗又は事務所の部分があ

り、それが一体として利用される建築物をいう。  

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者と

する。 

⑴ 鹿島市の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されてい

ること。 

⑵ 市税の滞納がないこと。 

⑶ 補助金（次条第２項に規定するＵＤ化を目的とした住宅の改修工事に限

る。）の交付を受けようとする者及び当該同一世帯に属する者が介護保険

住宅改修費支給制度又は障害者制度の対象とならないこと。 

⑷ この要綱及び鹿島市緊急住宅リフォーム補助金交付要綱（平成２３年訓

令甲第４４号）の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する者は、補助金の交

付の対象者としない。 

⑴ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

⑵ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６



 

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

⑶ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

⑷ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者  

⑸ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、

直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  

⑹ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

⑺ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者  

（補助対象となる住宅及び工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる住宅は、市内の個人住宅又は併用住宅（ 

併用住宅については、自己の住居の用に供する部分に限る。以下これらを

「住宅等」という。）とする。 

２ 補助金の交付対象となる住宅等の改修工事は、耐震改修、エコハウス、Ｕ

Ｄ化、佐賀県産木材利用、三世代同居及び家庭排水処理を目的とした改修工

事並びに一般リフォーム工事とし、これらの工事内容については、別表第１

のとおりする。この場合において、第７条の申請を行う日の属する年度の３

月３１日（以下「完了期限」という。）までに住宅等の改修工事が完了する

見込みがない改修工事は、対象としない。  

 （施工業者） 

第５条 住宅等の改修工事を行う施工業者は、鹿島市の住民基本台帳に記録さ

れ、又は外国人登録原票に登録され、かつ、市内に事業所を有する個人事業

主又は市内に本店を有する法人（以下これらを「市内施工業者」という。）

とする。 

（補助金の額及び交付回数） 

第６条 対象となる改修工事の金額及び補助金の額は、別表第２のとおりとす

る。 

２ 補助金の交付を受けることができる回数は、１つの住宅等につき１回とす

る。 

３ 一般リフォーム工事の補助金の交付を受ける場合にあって、それと同時に

一般リフォーム工事以外の住宅等の改修工事に係る補助金の交付を受けると

きは、一般リフォーム工事又は一般リフォーム工事以外の住宅等の改修工事

のいずれか金額が多くなる方を補助金の交付対象とする。  

（申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下この条及び次条において「  



 

申請者」という。）は、住宅等の改修工事の着工前に鹿島市緊急経済対策住

宅改修事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類のうち必要

な書類を添えて市長に申請するものとする。  

２ 前項に規定する交付申請を行った日の属する年度の３月３１日（以下この

項において「完了期限」という。）までに完了するものとして次条の補助金

の交付決定を受けた住宅等の改修工事について、第９条に規定する中止に係

る変更申請をし、市長がやむを得ない相当の理由があると認めた場合は、前

項の規定にかかわらず、着工後においても当該改修工事の補助金の交付申請

ができる。この場合において、申請者は、完了期限後速やかに申請するもの

とし、前項各号に規定する必要な書類を市長が認める範囲において省略でき

る。 

⑴ 申請者の住民票の写し（世帯全員記載のもの）又は外国人登録原票記載

事項証明書の写し 

⑵ 市税の滞納がない証明 

⑶ 工事見積書（図面等を含む）の写し 

⑷ 施工前写真 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条又は第１４条に規定する交付申請があった場合は、速や

かにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定したときは、必要な条件を

付して鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付・不交付決定通知書

（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

（変更申請） 

第９条 前条の補助金交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、

申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ鹿島市緊急経

済対策住宅改修事業費補助金交付変更申請書（様式第３号）に変更後の工事

見積書（図面等を含む）の写しを添えて市長に申請をするものとする。  

（補助金の額の変更決定） 

第１０条 市長は、前条の変更申請があった場合は、その内容を審査し、補助

金の額に変更が生じたときは、鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交

付変更承認・不承認決定通知書（様式第４号）により交付決定者に通知する

ものとする。 

２ 市長は、費用を減額する場合に限り、変更承認を行うものとする。  

（工事完了届） 



 

第１１条 交付決定者は、改修工事完了後、１月以内又は完了期限のいずれか

早い日までに鹿島市緊急経済対策住宅改修事業完了届（様式第５号）に次に

掲げる書類のうち必要な書類を添えて市長に届け出るものとする。  

⑴ 工事代金支払領収書の写し又は浄化槽使用開始報告書の写し 

⑵ 施工管理写真（施工中及び施工後） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（現地調査） 

第１２条 市長は、必要と認めるときは、補助金の対象となる改修工事につい

て現地調査を行うことができる。 

（補助金の交付） 

第１３条 交付決定者は、鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付請求

書（様式第６号）により市長に補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、速やかに交付決

定者に交付するものとする。 

３ 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、鹿島市緊急経済対策住

宅改修事業費補助金確定通知書（様式第７号）により交付決定者に通知する

ものとする。 

 （対象工事の特例） 

第１４条 完了期限までに住宅等の改修工事が完了せず、交付決定者が完了期

限を超えて当該改修工事を継続する場合において、当該交付決定者が完了期

限までに第９条の規定による中止を申請し、市長がやむを得ない理由がある

と認めるときは、当該改修工事を完了期限の次の年度の改修工事として補助

金の交付対象とする。 

２ 前項に規定の適用を受けた住宅等の改修工事に係る補助金の交付申請につ

いては、同項の市長の承認を受けた後速やかに鹿島市緊急経済対策住宅改修

事業費補助金交付申請書に第７条各号に規定する書類のうち必要な書類を添

えて市長に申請するものとする。 

 （帳簿等の整理保管） 

第１５条 交付決定者は、改修工事に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を

備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後、５年間保存しなければならない。  

（補助金の取消し及び返還） 

第１６条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助

金の交付決定を取り消すことができる。  

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。  



 

⑵ 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

⑶ 前２号の掲げる場合のほか、その他市長が補助金の決定を取り消すべき

理由があると認めるとき。 

２ 市長が、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の一部又は全

部について返還を命令することができる。  

 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年訓令甲第２５号） 

この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。  

附 則（平成２３年訓令甲第３９号） 

この要綱は、平成２３年１０月２０日から施行する。  

附 則（平成２４年訓令甲第６号） 

 この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。  

附 則（平成２４年訓令甲第１４号） 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２６年訓令甲第２８号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前の補助金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の日前に補助金を受けて設置した太陽光発電システムの管

理及び処分については、次に掲げるところによる。  

⑴  太陽光発電システム設置工事を行った交付決定者（以下この号及び次

号において「太陽光発電システム設置者」という。）は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）の規定に基

づく太陽光発電システム耐用年数の１７年の間（次号において「期間」

という。）、善良なる管理者の注意をもって管理し、その居住する住宅

における電力消費の用に当てなければならない。この場合において、天

変地変その他太陽光発電システム設置者の責に帰することのできない理

由により、対象システムが損傷又は滅失した場合は、その旨を市長に届

け出るものとする。 

⑵  太陽光発電システム設置者は、期間内において、当該システムを売却



 

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとすると

きは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。  

 



 

別表第１（第４条関係） 

工事 

種別 
工事内容 

耐震改

修 

下記による耐震改修工事等を行ったものであること。  

⑴ 建築確認日が、昭和５６年５月３１日以前の住宅であること 

⑵  日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定め  

る「一般診断法」及び「精密診断法」（時刻暦応答計算による方法を除

く。）による診断を行った住宅で、当該診断の判定が、住宅耐震リフォ

ーム前が１．０未満であり、かつ、住宅耐震リフォーム後が１．０以上

であるものであること 

⑶ 上記耐震診断が「佐賀県住まいづくりサポートセンター」に登録した  

建築士によって行われたものであること  

⑷ 建築士が工事監理を行っていること  

エコハ

ウス 

⑴ 高効率給湯器を設置する工事（エコキュート、エコジョーズなど）  

⑵  太陽熱を利用した機器を設置する工事（太陽光発電パネル設置を除

く） 

⑶ 居室の外気に面する壁、床、屋根・天井に断熱材を設置する工事  

⑷ 窓に断熱性を高める二重窓又はペアガラスを設置する工事  

⑸ 高断熱浴槽、節水型トイレ、熱交換型換気設備、電気自動車用充電器   

を設置する工事など省エネルギーや環境負荷軽減のための先進的な技術

を採用する工事で、市長が認める工事  

ＵＤ化 ⑴ 住宅内の通路又は出入口の幅を拡張する工事  

⑵ 便所、浴室、脱衣所その他の居室内及び玄関とこれらの居室を結ぶ経   

路等に手すりを取り付ける工事  

⑶ 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関とこれらの居室を結ぶ経路   

の床の段差を解消する工事（勝手口その他屋外に面する開口の出入口   

及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工

事も含む） 

⑷ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの  

(ⅰ)浴室の床面積を増加させる工事  

(ⅱ)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事  

(ⅲ )固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を   

設置する工事 

(ⅳ)(ⅰ)～(ⅲ)のいずれかに該当するユニットバスに取り替える工事  

⑸ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの  

（ただし、家庭排水処理に該当する場合を除く）  

(ⅰ)便所の床面積を増加させる工事  

(ⅱ)便器を座便式のものに取り替える工事  

(ⅲ)座便式の便器の座高を高くする工事  

⑹ 住宅の階段の設置又は改良によりその勾配を緩和する工事  

⑺ エレベーターや階段用昇降装置の設置工事  

⑻ 引き戸等への扉の取替え工事  

⑼ その他特殊な機器の設置など市長が認める工事  

佐賀県

産木材

利用 

住宅の構造材に県産材を１㎥以上使用した工事  

家庭排

水処理 

⑴ 下水道接続工事  

⑵ 家庭用浄化槽設置工事（ただし、浄化槽本体費用を除く）  

⑶ 水洗化（下水道接続工事や浄化槽設置工事）に伴って、汲み取り式便

器から水洗便器への変更に伴う便所改修  



 

三世代

同居 

親、子、孫の三世代が同居する住宅の増築工事で増築面積が１０㎡を超え

るもの。ただし、既存部分の床面積を超える増築工事を除く。 

一般リ

フォー

ム工事 

１ 上記の工事種別に該当せず、下記の対象工事に該当するもの。  

⑴ 住宅等の全部又は一部修繕、補修、模様替え、更新（取替え）工事  

⑵ 住宅等に一部（既存の住宅の床面積の１／２以下）を増築する工事及

び住宅等の一部（既存の住宅の床面積の１／２以下）を改築する工事  

２ 次に掲げる工事に要する費用については、交付の対象としない。  

⑴ 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事  

⑵ 新築工事 

⑶ 建物の解体、除却、シロアリ駆除のみを行う工事  

⑷ 庭園・造園、修景施設、門、塀等のいわゆる外構工事  

⑸ カーテン、家具、書庫、ＯＡ機器等の購入、設置  

⑹ ＣＡＴＶ（有線放送）、インターネットの配線設置・更新・修繕工事  

⑺ ルームエアコンの設置・更新・修繕工事  

⑻ 屋外広告物等の設置・更新・修繕工事  

⑼ 工場、農業の生産機械の設置・更新・修繕工事  

⑽ 点検、清掃、消耗品の交換・故障修理  

⑾ その他の補助制度を利用する場合等で、市長が対象工事に含めること  

が適当でないと認める工事及び補助金の交付に含めることが適当でない  

と認める費用 

 



 

別表第２（第６条関係） 

工事種別 改修工事の金額  

 

補助金の額 

（１，０００円未満切捨て）  

耐震改修 １０，０００円以上  当該改修工事に要する費用の額の１００

分の５０を乗じて得た額（当該額が１０

０，０００円を超えるときは１００，０

００円） 

エコハウス １０，０００円以上  当該改修工事に要する費用の額の１００

分の５０を乗じて得た額（当該額が１０

０，０００円を超えるときは１００，０

００円） 

ＵＤ化 １０，０００円以上  当該改修工事に要する費用の額の１００

分の５０を乗じて得た額（当該額が１０

０，０００円を超えるときは１００，０

００円） 

佐賀県産木材

利用 

１０，０００円以上  当該改修工事に要する費用の額の１００

分の５０を乗じて得た額（当該額が１０

０，０００円を超えるときは１００，０

００円） 

家庭排水処理 １０，０００円以上  当該改修工事に要する費用の額の１００

分の５０を乗じて得た額（当該額が１０

０，０００円を超えるときは１００，０

００円） 

三世代同居 １０，０００円以上  当該改修工事に要する費用の額の１００

分の５０を乗じて得た額（当該額が１０

０，０００円を超えるときは１００，０

００円） 

一般 

リフォーム 

工事 

１０，０００円以上  当該改修工事に要する費用の額の１００

分の５０を乗じて得た額（当該額が１０

０，０００円を超えるときは１００，０

００円） 

 



 

様式第１号（第７条関係） 

年  月  日 

 

鹿島市長 様 

 

住所               

氏名             ㊞ 

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付申請書 

 

年度において、下記のとおり鹿島市緊急経済対策住宅改修事業を実施し、

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金の交付を受けたいので、鹿島市緊急

経済対策住宅改修事業費補助金交付要綱第７条の規定により申請します。  

 

記 

 

１．工事場所の地名地番 鹿島市 

２．工事種別 

３．交付申請額 金          円 

４．住宅等所有者名  

５．着工予定年月日  年 月 日 

６．事業完了予定年月日  年 月 日 

添付書類 

①申請者の住民票の写し（世帯全員記載のもの）  

②市税の滞納がない証明 

③工事見積書（図面等を含む）の写し 

④施工前写真 

⑤その他市長が必要と認める書類 



 

様式第２号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

鹿島市長   

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助

金については、下記のとおり交付することに決定したので、鹿島市緊急経済対

策住宅改修事業費補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

１．交付決定額      金           円 

２．交付条件 

⑴ 鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付要綱別表第１に規定する

工事内容に適合していること。 

⑵ 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾を受けること。  

⑶ 補助事業を中止し、又は廃止し、若しくは変更する場合においては、市

長の承認を受けること。 

⑷ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事

業の遂行が困難となった場合は、速やかに書面により市長に報告して、そ

の指示を受けなければならない。 

３．事業完了届 

補助対象者は、補助金に係る事業完了後、１月以内又は当該年度の３月３１

日のいずれか早い日までに事業完了届を提出しなければならない。  



 

様式第２号（第８条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

鹿島市長   

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金不交付決定通知書 

 

年  月  日付で申請のあった鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金

については、下記の理由により不交付としたので、鹿島市緊急経済対策住宅改

修事業費補助金交付要綱第８条の規定により通知します。  

 

記 

 

（理由） 

 



 

様式第３号（第９条関係） 

年  月  日 

 

鹿島市長 様 

 

住所               

氏名             ㊞ 

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付変更申請書 

 

年  月  日付 第   号で補助金交付決定を受けた鹿島市緊急経済

対策住宅改修事業費補助金について、申請内容を下記のとおり変更したいので、

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付要綱第９条の規定により申請し

ます。 

 

記 

 

１．申請内容の変更 

２．事業の中止 

３．事業の廃止 

（理由） 

添付書類 変更後の工事見積書（図面等を含む）の写し 

 



 

様式第４号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

鹿島市長   

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付変更承認決定通知書 

 

年  月  日付で変更申請のあった鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費

補助金の変更の申請については、下記のとおり承認しますので、鹿島市緊急経

済対策住宅改修事業費補助金交付要綱第１０条の規定により通知します。  

 

記 

 

承認

内容 

変更前 変更後 

  

 



 

様式第４号（第１０条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

鹿島市長   

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付変更不承認決定通知書 

 

年  月  日付で変更申請のあった鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費

補助金の変更の申請については、下記の理由により不承認としたので、鹿島市

緊急経済対策住宅改修事業費補助金第１０条の規定により通知します。 

 

記 

 

（理由） 

 



 

様式第５号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

鹿島市長 様 

 

住所               

氏名             ㊞ 

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業完了届 

 

年  月  日付 第 号で補助金交付決定の通知を受けた鹿島市緊急経済

対策住宅改修事業が完了したので、鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金

交付要綱第１１条の規定により、下記のとおり届け出ます。  

 

記 

 

１．工事場所の地名地番 鹿島市 

２．工事種別  

３．補助金交付決定額 金         円 

４．着工年月日    年   月   日 

５．完了年月日    年   月   日 

添付書類 

①工事代金支払領収書の写し又は浄化槽使用開始報告書の写し 

②施工管理写真（施工中及び施工後） 

③その他市長が必要と認める書類（施工業者を証する書類等） 

 



 

様式第６号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

鹿島市長 様 

 

住所               

氏名             ㊞ 

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金交付請求書 

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業が完了しましたので、下記のとおり鹿島市

緊急経済対策住宅改修事業費補助金を交付くださるよう鹿島市緊急経済対策住

宅改修事業費補助金交付第１３条の規定により請求します。  

 

記 

 

請求金額 金        円 

振込先 

金融機関名 

銀行 

金庫 

組合 

支店 

支所 

種類 普通 ・ 当座 口座番号 
 

 
      

フリガナ  

口座名義 
 

 

 

文書番号 日  付 内  容 

      第    号     年  月  日 確定通知 

 



 

様式第７号（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

鹿島市長   

 

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金確定通知書 

 

年  月  日付で事業完了届が提出された鹿島市緊急経済対策住宅改修

事業費補助金については、下記のとおりその額を確定したので、鹿島市緊急経

済対策住宅改修事業費補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。 

 

記 

 

確 定 額 金         円 

交付申請額 金         円 

交付決定額 金         円 

交 付 済 額 金         円 

 


